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１．高齢者を支えるしくみと課題 

（１）高齢者の 3 つの類型と支えるしくみ 

○ 一口に高齢者といっても、幅広い世代が含まれ、異なる時代や環境に育ち、人

生経験や価値観、行動様式は多様です。 

○ 区では、高齢者の心身の状況に応じて、「元気高齢者」「自立支援高齢者」

「要介護高齢者」の3つの類型を設定し、それぞれの高齢者ニーズにふさわし

い、きめ細やかなサービスを提供するしくみの強化、充実を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者を支える３つのしくみ】  65 歳以上人口：77,800人（H26.10） 
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（２）課題設定と推進するプロジェクト 

○ 高齢者の3つの類型を支えるしくみにおいて、「高齢者社会参加プログラム」

「自立支援ネットワーク」「在宅介護支援システム」など“地域のさまざまな

相互支援活動”の充実・連携により、地域で支えるしくみの構築が求められて

います。 

○ 介護保険制度を今後も持続可能なものとしていくための重点課題として、在宅

生活支援のための基盤整備、区民と地域の関係機関、区の協働による支えあい

のしくみづくりを推進することにより、安心して暮らせる地域社会の実現が求

められています。 

○ こうした点をふまえ、第六期の重点課題として『平成37年を見据えた地域包括

ケアシステムの構築と推進』、『セーフティネットとしての施設の充実と整備』

を掲げ、『地域で支えるしくみ＝地域包括ケアシステム』を構築していきます。 

○ 「地域包括ケアシステム」とは、“要介護者のニーズに応じた住宅が提供され

ることを基本としたうえで、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医

療や介護、予防、福祉サービスを含めたさまざまな生活支援サービスが日常生

活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制”のことをい

います。 
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２．7 つの推進プロジェクト  

団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年度を見据え、地域包括ケアシステム構築

に向けた第六期の重点課題を解決するため、7 つの推進プロジェクトにより、具体的

な考え方や施策を示します。 

 

 

 

 

 

  

７．入所ヷ入居系施設の整備と 

サヸビスの充実 

１．元気高齢者の支援 

２．地域との協働によるネットワヸク 
と環境の整備 

３．在宅生活を支えるサヸビスの充実 

４．在宅介護支援システムの強化 

５．認知症高齢者への支援の充実 

６．医療と介護の連携の推進 

（1）健康づくり活動への支援 

（2）社会参加活動の推進 

（3）自立支援の促進 

（1）地域に根ざした支えあい活動の展開 
（2）見守りのしくみの充実 

（3）地域福祉の担い手の支援と育成 

（4）すべての人にやさしいまちづくり 

（1）日常生活の支援 

（2）介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

（3）介護保険サービスの充実 

（4）介護者支援の充実 

（5）介護人材の育成と確保 

（1）支援センター機能の充実 

（2）適切なケアマネジメントの支援 

（3）給付適正化とサービス向上のしくみ 

（1）認知症予防の推進 

（2）認知症高齢者のケアの充実 

（3）認知症高齢者を支えるしくみの充実 

（1）連携のための体制づくり 

（2）医療連携によるケアの充実 

（1）住まいの整備 

（2）地域密着型サービスの整備 

（3）特定施設（有料老人ホーム）の整備 

（4）介護保険施設の整備 

（5）施設サービス向上の取り組み 
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背景とねらい 

超高齢社会である我が国において、平均寿命は男性 80.21年、女性 86.61年と、

男女とも世界のトップクラスとなっています（平成 25年簡易生命表より）。区内に

住む高齢者も 7 万 8 千人を超え、高齢化率は 21.04％（平成 27 年 1 月 1 日現在）

と、区民の 5人に 1人は 65歳以上の高齢者となっています。 

一方、高齢者の 8割以上の方は元気で健康的な生活を送っています。区では多様

化する高齢者のニーズや社会参加に対する関心や意欲の高まりに対応するため、高

齢者が活躍できる選択肢を幅広く用意し、効果的に提供していきます。 

高齢者の就労や社会参加を促進することで、高齢者の自立性を維持・向上させる

だけでなく、元気な高齢者が担い手となって介護の必要な高齢者のお手伝いをする

といったことも期待されます。さらに高齢者の豊富な経験や知識を生かした活動を

充実することで、地域の活性化を進めていきます。 

＜元気高齢者の支援＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■健康づくりを支援する事業の充実 

■健康づくり推進委員事業の推進 

主要な事業 施策の方向性 

■サポしながわの充実 

（シルバー人材センターとの連携） 

 

■シニア世代の活動支援の充実 

■地域貢献ポイント事業の充実 

■シルバーセンター等の活用 

■おとしよりと子どものふれあい事業の実施 

（1）健康づくり活動への支援 

（2）社会参加活動の推進 

①就業機会の拡充 

②趣味や生涯学習を通じ

てのボランティア活動

の推進 

（3）自立支援の促進 

 

■区民協働型介護予防事業の実施 

■デイサービスセンター活用型 

介護予防事業の実施 

 

元気高齢者の支援 
project 

プロジェクト 1 
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（１）健康づくり活動への支援 

○ 区では、平成15年3月に「区民健康づくりプラン品川」を策定し、地域特性に

応じた健康づくりの活動が行われてきました。平成21年度には「健康大学しな

がわ」が開講するなど、地域の健康づくり体制に広がりが生まれています。 

○ しかし、急速に進む高齢化や品川区長期基本計画の改定を受け、さらなる健康

寿命の延伸や区民一人ひとりの健康に対する意識を高めるため、平成27年4月

に「しながわ健康プラン21」を策定します。 

＜しながわ健康プラン 21 の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

個別目標 
 

区民の主体的な 
健康づくりへの支援 

地域での健康づくりの 
推進 

対象を明確にした 
健康づくりへの支援 

健康意識を高める 

主体的な健康管理を行う 

体を動かす習慣をつける 

こころの健康に配慮する 

喫煙に対する知識を高める 

過度な飲酒はしない 

歯と口の健康を保つ 

主体的に健康づくりにかかわる 

自分が住む地域とのつながりを持つ 

働き盛りの健康課題を解消する 

健やかな子どもを育てる 

妊娠期の両親の健康意識を高める 

女性の健康を守る 

健
康
増
進
計
画 

食への理解を育む 

食を通じた健康づくりを進める 

食
育
推
進
計
画 

正しい食生活と 
食への理解の促進 

基本目標 個別目標 
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○ 健康づくり事業の推進にあたっては、健康づくりに携わる多様な団体と連携・

協力しながら、普及を図っています。また、高齢者が身近な場所で参加できる

場を提供し、専門的な指導やアドバイスを受けながら、運動などを習慣化し、

さらには仲間づくりを進めることで、閉じこもりや孤立化を防止します。 

○ 今後も区民一人ひとりが日常生活の中で自発的に参加・実践することで心身機

能を維持し、活動的な生活を送ることができるよう、健康づくりを進めるため

の事業を充実していきます。 

 

１） 健康づくりを支援する事業の充実  

○ 運動習慣を身につけたり、健康に対する意識を高めることで、元気高齢者が要

介護状態になることを防止し、自立した健康な生活を送ることができるよう支

援します。 

○ 地域とのつながりを持ち、外出の機会を増やすことで孤立から生じる問題を未

然に防ぎます。また、元気高齢者が要介護高齢者を支える担い手となることが

求められていることから、活動の場と機会づくりを推進していきます。 

■主な事業 

健康塾の充実 

 

レクリエヸション感覚で身体を動かし、仲間と楽しく健康づ

くりができるよう、区内のシルバヸセンタヸや区民集会所を

会場として、毎週、健康体操を実施しています。 

ふれあい健康塾の充実 

 

閉じこもりがちで足腰の弱ってきた方を対象とした、転倒骨

折予防のための体操と遊びや生活指導などを盛り込んだ健康

教室です。月１回、区民集会所等を会場として、心身のリフ

レッシュを目指します。地域の健康づくり推進委員の方を中

心に運営しています。 

しながわ出会いの湯 

 

区内銭湯で、近所の方との交流や健康づくりの場として、健

康体操やカラオケなど気軽に参加できるプログラムと入浴サ

ヸビスを提供します。 

出張健康学習の開催 

 

保健センタヸでは健康学習の一環として、地域のグルヸプや

団体の依頼に応じて出張健康学習を実施しています。主催者

は区民（区内在住ヷ在勤ヷ在学している 15～20 名以上のグ

ルヸプ）で、病気、食生活、運動、こころの健康、歯の健

康、たばこ、アルコヸルなどのテヸマに関する講座を実施し

ています。 

健康大学しながわの開催 

 

地域における健康づくり活動を実践していくために必要な知

識と技術を学び、卒業後には地域の中で健康教育の実践や自

主グルヸプ活動などさまざまな健康づくり活動を展開してい

ます。 
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品川区民健康づくり推進協議会 

メンバー構成： 
・13 地区推進委員会会長、品川区･荏原
医師会、品川･荏原歯科医師会、品川･
荏原薬剤師会、民生委員協議会･スポー
ツ推進委員会、区政協力委員会協議会･
高齢者クラブ連合会 からの代表各１
名 

・品川区トリム体操連盟･品川栄養士会･
品川区ラジオ体操連盟 からの代表各
1名 

・行政 3名 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会 

スポーツ 
推進委員会 

協働 

協働 

協働 

協働 

品川区トリム 
体操連盟 

品川栄養士会 

品川区ラジオ 
体操連盟 

協働 

協働 

 

協働 

実践活動の支援 実践活動の支援 

13地区健康づくり推進委員会 

品
川
第
一 

品
川
第
二 

大
崎
第
一 

大
崎
第
二 

八
潮 

荏
原
第
一 

荏
原
第
二 

荏
原
第
三 

荏
原
第
四 

荏
原
第
五 

大
井
第
一 

大
井
第
二 

大
井
第
三 

２）健康づくり推進委員事業の推進 

○ 区内全域における健康づくり活動を活性化するため、各町会、自治会から推薦

された区民を健康づくり推進委員として委嘱し、健康づくり活動を行っていま

す。委員の役割は、地域における健康づくり事業の企画・実施、健康づくりに

関する啓発活動の実施などです。 

○ 区民集会所や文化センターなどで、講演会や学習会などの情報提供、ウォーキ

ングや健康体操、料理教室などの健康づくりの実践、運動会や地区まつりなど

のイベントで健康づくりの啓発活動を実施しています。 

 

■健康づくり推進の体制 
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（２）社会参加活動の推進   

○ 団塊の世代が高齢期に入り、高齢者の社会参加へのニーズは質的にも量的にも

拡大し、一人ひとりの生活スタイルや考え方に対応したメニューの整備が求め

られています。 

○ 区では、高齢者の豊かな知識や経験を生かした社会参加活動として、現役世代

とは異なる「高齢期の働き方」に配慮した就業支援やボランティア活動など活

動メニューの充実を図っていきます。 

１）就業機会の拡充  

○ 高齢者の就業ニーズは質的にも量的にも拡大しており、一人ひとりの生活スタ

イルや考え方に対応した就業メニューの整備が求められています。 

○ 区では、高齢者の豊かな知識や経験を生かした就業や短時間就業など、現役世

代とは異なる「高齢期の働き方」に配慮しながら、総合的な就業支援を行って

いきます。 

■主な事業 

サポしながわの充実 

（シルバヸ人材センタヸ

との連携） 

 

平成 14 年４月、おおむね 55 歳以上の方の就業支援サヸビ

スを行う総合相談窓口『サポしながわ』を品川区シルバヸ人

材センタヸに開設し、平成 24 年 10 月からは、「品川区就業

センタヸ」隣へ移転しました。ハロヸワヸクやシルバヸ人材

センタヸとの連携を一層強化し、利便性の向上と機会の拡大

を図ります。 

サポしながわでは、窓口での就業相談とともに合同面接会や

ミニ就職面接会を随時開催しています。また、地域に密着し

た求人の開拓も行い、求職者のニヸズに合った就職先を開拓

しています。 

２）趣味や生涯学習を通じてのボランティア活動の推進 

○ 高齢者の地域での活動への参画意欲や活動志向は高く、住み慣れた地域での社

会参加活動への関心は高まっています。 

○ 区ではボランティア活動を高齢期の新たな生きがい・社会参加活動と位置付け、

活躍の場としてシルバーセンター、小中学校の空き教室等の既存インフラの活

用を進めるとともに、高齢者の主体的な活動意欲を育み支援していきます。 

○ 住民にとって身近な集いの場をつくり、住民が趣味や生涯学習を通じて世代を

超えて交流ができるよう、さまざまなボランティア活動を推進します。 

○ 高齢者が高齢者を支えるボランティア活動を身近で気軽に行うための支援とし

て、地域貢献ポイント事業の充実を図ります。 
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① シニア世代の活動支援の充実  

○ 戦後生まれの団塊の世代が高齢期を迎えていることから、そのニーズに対応し

た地域における社会参加の機会と場を提供することにより、シニア世代の活動

支援を充実します。 

② 地域貢献ポイント事業の充実 

○ おおむね60歳以上の高齢者を対象に、区、ＮＰＯ法人、社会福祉法人などが実

施する指定ボランティア活動を行うことによりポイントを付与し、そのポイン

トを社会福祉団体へ寄付したり区内共通商品券と交換することなどができます。 

③ シルバーセンター等の活用 

○ 区内には、シルバーセンターをはじめとして、西大井いきいきセンター、こみ

ゅにてぃぷらざ八潮など、元気な高齢者のための活動スペースがあります。 

○ 健康づくり、介護予防拠点、ヤングシニア層の地域活動やボランティア活動の

交流の拠点として、シルバーセンター等を多面的に活用します。 

④ おとしよりと子どものふれあい事業の実施 

○ 子どもが高齢者の知恵と経験を学ぶ機会と場を提供し、高齢者の生きがいづく

りの場を拡大します。 

■主な事業 

ほっとヷサロンの運営 

支援 

 

引きこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対する地域での見

守りやボランティア活動、町会等の住民の共助活動を支援し

ます。高齢者や子育て世帯等が気軽に集える地域交流拠点を

整備し、地域ボランティアによる「茶話会」「食事会」「各種

健康体操、趣味ヷ教養活動」を実施します。施設の事業運営

も地域住民が行います。 

平成 27 年 1 月末現在、ほっとヷサロンは 15 ヵ所 45 サロ

ンが活動しています。 

高齢者外出習慣化事業

（コミュニティ 

レストラン） 

ＮＰＯ法人や商店街連合会等が運営主体となり、会場で調理

した食事の提供やミニ講座の開催等により、引きこもりがち

な高齢者の外出を支援します。また、調理や配膳、会場運営

等をボランティアスタッフが担当し、高齢者を支えるボラン

ティア活動も推進します。 

高齢者クラブの活動の 

充実 

 

高齢者クラブは町会等を単位に結成した自主的なグルヸプ

で、健康教室、茶話会のお誘いなどの高齢者相互の助け合い

や趣味、花づくりなど、地域で活動しています。 
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しながわシニアネット

（いきいきラボ関ヶ原）

の活動の充実 

 

「しながわシニアネット」は「いきいきラボ関ヶ原」を活動

拠点に、シニア世代からの社会参加を促進するため、健康ヷ

いきがいヷ仲間づくりのための各種事業を実施しています。 

活動内容は、区の委託事業（パソコン教室や脳の健康教室

等）をはじめ、自主事業として、ストレッチヷヨヸガ講座等

各種健康講座、喫茶コヸナヸ、子どもとの交流事業など、多

様な活動を展開しています。また、会員によるパソコンヷ趣

味を生かしたサヸクル活動も行っています。 

山中いきいき広場 

運営協議会活動の充実 

 

山中小学校内の空き教室を活用して、地域の中高年の活動の

場と交流の機会を提供しています。活動内容は、区の委託事

業の運営や各種自主企画講座の開催、ふれあい事業として、

伝統文化であるお茶や生け花などを通した児童との異世代交

流、施設の貸し出し等、さまざまな自主的活動を実施してい

ます。また、学校行事や地区事業への参加など、地域等との

連携も積極的に行っています。 

 

 

（３）自立支援の促進 

○ できる限り要介護状態にならないよう、区民や地域とともに展開してきた介護

予防のメニューをより充実させ、介護予防と自立支援をさらに促進します。 

○ 介護予防拠点として位置付けた既存のデイサービスセンターを活用・連携して、

継続的な介護予防マネジメントの機能の拡充を図り、できる限り要介護状態に

ならないためのさまざまなメニューを区民や地域とともに展開して、自立支援

を推進します。 

○ 居宅療養におけるリハビリテーションの重要性をふまえ、地域のリハビリテー

ションサービス基盤整備を進め、病院等との連携を推進します。 

 

１）区民協働型介護予防事業の実施 

○ 介護予防の活動を始めた方が良い高齢者を対象に、既存のデイサービスセンタ

ーなどと連携を図りつつ、シルバーセンターや区内の公園、区有施設などを活

用したさまざまな事業を実施します。 
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■主な事業 

地域活動連携型介護予防

事業の実施 

地域サヸビスの新たな担い手であるＮＰＯ法人等と連携し、

介護予防の実施基盤を充実させることで、地域に根ざした介

護予防事業の展開を図ります。具体的には、区有施設等を活

用した「わくわくクッキング」事業を実施し、高齢者の認知

症予防ヷ低栄養予防を推進します。 

いきいき脳の健康教室の

実施 

 

区内６ヵ所で、「読み書きヷ計算」の実施により高齢者の脳の

活性化を図り、認知症予防を推進します。また、教室で学習

サポヸトを担当するボランティアスタッフの社会参加を促進

します。 

いきいき筋力向上トレヸ

ニングの実施 

区内６ヵ所で、専用マシンやマット、チュヸブを使ったトレ

ヸニングを実施し、運動機能の維持向上を図ります。 

いきいきうんどう教室の

実施 

地域指導員の運営により、区内４ヵ所で健康遊具を使った屋

外型運動教室を実施し、高齢者の運動の習慣化や生活機能の

維持向上を図ります。 

高齢者外出習慣化事業

（コミュニティレストラ 

 ン）の拡充ヷ支援 

（再掲） 

区有施設や商店街の店舗を会場に、引きこもりがちな高齢者

の外出支援として、食事の提供やミニ講座の開催、参加者同

士の会話などを楽しむ高齢者の交流の場を提供しています。

介護予防の観点から、高齢者の食生活改善や健康増進を図り

ます。 

健康やわら体操の実施 

 

楽しみながら、柔軟性、バランス能力、筋力のアップを目指

すトレヸニングで、運動の習慣化とやわら体操等遊びを取り

入れたメニュヸで運動機能の維持向上を図ります。 

シニアのための男の手料

理教室の実施 

 

区内２ヵ所で、単身高齢者等の料理初心者を対象に、買物か

ら調理ヷ片付けまでの料理の基本を学ぶ教室で、栄養改善、

介護予防を推進します。 

いきいき健康マヸジャン

広場の実施 

「お金を賭けない、お酒を飲まない、たばこを吸わない」を

モットヸとする健康マヸジャンを通じて、脳の活性化や生き

がいづくりヷ健康増進とともに、地域の高齢者相互のふれあ

いを促進します。 

高齢期健康学習事業の 

実施 

 

高齢者クラブ等の依頼に応じて、保健師が地域に出向いて、

認知症予防ヷ食事ヷ口腔ケアなどの講習を実施し、介護予防

や生活習慣病予防を推進します。 

２）デイサービスセンター活用型介護予防事業の実施 

○ 介護予防拠点として位置付けた既存のデイサービスセンターを活用して、介護

予防の活動を始めた方が良い高齢者を対象に、さまざまな事業を実施し、運動

器の機能、口腔機能などの維持向上を図ります。 
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■主な事業 

マシントレヸニング 高齢者専用に設計ヷ開発されたマシンを使ったトレヸニング

や、個別の機能訓練を行い、体力ヷ筋力の向上を目指しま

す。また、高齢による衰弱、転倒、骨折、認知症などの老年

症候群を予防し、生活のＱＯＬ向上を目指します。 

身近でトレヸニング 椅子などの身近にある道具を使い、一人ひとりに合わせた個

別と集団のプログラムにより、継続的な運動習慣を身につけ

ていけるよう「身近な地域で」トレヸニングの場と方法を提

供して習得を目指します。 

予防ミニデイ 身近なデイサヸビスセンタヸ等に通って、身体を動かしたり

食事や趣味活動など、参加者同士の交流を図ることで、介護

予防への取り組みや心身の安心感を持てる場を提供します。 

水中トレヸニング デイサヸビスセンタヸで、水の持つ特性を活かした水中トレ

ヸニングを実施し、運動器の機能などの維持向上を図りま

す。 
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背景とねらい 

高齢者を取り巻く環境は大きく変容しており、従来の家族による介護や公的な介

護サービスだけではカバーしきれない課題が発生しています。 

また、東日本大震災等の自然災害発生時には、地域住民による助けあいが大きな

力を発揮しており、日頃から地域住民による支えあいが求められています。 

こうした状況の中、区では、平成 23 年度から 32 年度の 10 ヵ年を計画期間とす

る「第２期品川区地域福祉計画」と本計画を連動させ、介護保険制度などの公的サ

ービスの整備を進めるとともに、区民と区が連携することで、公的サービスと共助

の重層的な連携としくみを充実し、「品川の地域力」の向上を図っていきます。 

 

＜地域との協働によるネットワヸクと環境の整備＞ 

 

 

■支えあいのしくみの充実 

■災害時の支援の充実 

主要な事業 施策の方向性 

■品川区社会福祉協議会、民生委員、ＮＰＯ法

人等の支援 

■ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の見

守りの充実 

■虐待防止への取り組みの充実 

（2）見守りのしくみの充実 

（3）地域福祉の担い手の支援

と育成 

 

（4）すべての人にやさしいま

ちづくり 

■おたがいさま運動の推進 

■駅や道路のバリアフリーの推進 

（1）地域に根ざした支えあい 

活動の展開 

地域との協働によるネットワヸクと環境の整備 
project 

プロジェクト 2 
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（１）地域に根ざした支えあい活動の展開 

○ 高齢者の増加や世帯構成の変化等により、さまざまな支援や見守りを必要とす

る高齢者が増えています。行政サービスだけでこうした高齢者を支えることは

困難であることから、区では身近な地域で多種多様な主体が支えあうしくみを

整備し、地域福祉を推進しています。 

○ ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などを対象とした地域の支えあい活動

として、話し相手や相談助言、見守り、関係機関への連絡などを行います。 

○ 地域センターの機能の強化、品川区社会福祉協議会や地域団体、ＮＰＯ法人や

企業など、関係機関との連携・強化を図りつつ活動を活性化させ、さまざまな

取り組みを推進しています。 

○ 災害時には行政による支援が十分に行き届くまでには時間がかかり、これまで

発生した災害でも、初動時には地域での支えあいが重要な役割を果たしてきま

した。そのため区では、災害時に地域で要援護者を支援する体制づくりに取り

組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■品川区における地域福祉の展開イメージ 
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１）支えあいのしくみの充実 

○ これまで進めてきた「ふれあいサポート活動」は、昔からあった地縁による相

互扶助システムを新しい形で再生させた地域の相互支援活動として、地域に根

ざした組織が核となり、ゆるやかな支えあいのネットワークの構築を目指して

きました。 

○ 区内13地区の「地区ふれあいサポート活動会議」において、町会・自治会、民

生委員・児童委員、高齢者クラブやボランティア、ＰＴＡなどさまざまな区民

が参加し、各地区におけるニーズ把握などの情報収集、情報交換を行い、配食

サービスや高年者懇談会などの地域特性に応じた活動を展開してきました。 

○ 「支え愛・ほっとステーション」は第五期に２地区で展開し、関係機関との連

携・強化を図りつつ運営のノウハウを蓄積してきました。第六期は財源や人材

の確保や既存事業との整理を図りながら、実施地区を拡大していきます。 

○ 今後は地域センターを拠点とする「支え愛・ほっとステーション」を順次、区

内全域に展開する中で、これまでの「ふれあいサポート活動」と発展的に統合

し、地域の皆さんを支えるしくみをさらに充実していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支え愛・ほっとステーション事業（コーディネートを中心とした支援のしくみ） 
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■主な事業 

支え愛ヷほっとステヸ 

ション事業の充実 

 

地域センタヸ内に品川区社会福祉協議会のコヸディネヸタヸ

を配置し、地域の福祉に関わる身近な相談ヷ支援に繋げる調

整を行う「支え愛ヷほっとステヸション事業」を品川第二ヷ

荏原第二地区で先行実施しています。今後は「支え愛ヷほっ

とステヸション事業」を区内全域へ展開する中で、「ふれあい

サポヸト活動」と統合し、支えあいのしくみを充実していき

ます。 

地区ふれあいサポヸト 

活動会議（支え愛活動 

会議）の実施 

町会ヷ自治会、民生委員ヷ児童委員、高齢者クラブ、ＰＴＡ

などさまざまなメンバヸが参加し、情報交換や地域に密着し

た支援活動を行う「地区ふれあいサポヸト活動会議（支え愛

活動会議）」を定期的に開催しています。 

高年者懇談会の充実 

 

70 歳以上のひとり暮らし高齢者の方の介護予防と健康ヷ生

きがいの充実を図るために、民生委員を中心に月１回（１

月、８月除く）集まり、会食や楽器の演奏などを楽しんでい

ます。 

 

 

２）災害時の支援の充実  

○ 在宅における医療対応が必要な高齢者等については、区（高齢者福祉課・障害

者福祉課・保健センター等）のほか、在宅介護支援センターや介護保険サービ

ス事業者などが個別に把握をし、緊急時には安否確認を行うこととしています。 

○ 今後は、東日本大震災の経験をふまえ、緊急時（震災、異常気象による熱中症

対策、インフルエンザなどの感染症対策など）において、医療や特に個別対応

が必要な高齢者等の状況を迅速かつ的確に把握し対応していくため、地域ケア

会議の充実など日頃からの福祉・介護・医療等の連携を強化し、情報の共有化

と緊急時における対応の役割分担を明確にしておくなど、連携体制の強化に努

め、不測の事態に備えていきます。 

■主な事業 

災害時要援護者名簿の 

作成ヷ提供 

災害発生時における要援護者の支援に使用するため、対象者

に登録意向調査を行い、登録希望者の名簿を作成し、町会ヷ

自治会等に提供しています。 

災害時要援護者個別支援

プランの作成 

個々の要援護者ごとに、支援者の確保と支援者同士の連絡体

制を構築するための個別支援プランの作成を支援します。 
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災害時要援護者避難誘導

ワヸクショップの実施 

災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人

の安全確保を目的に、町会ヷ自治会が車いす等で避難路のま

ち歩きを行い、要援護者の避難誘導方法の検証や支援体制づ

くりを行っています。 

防災アドバイザヸ研修ヷ

防災ステップアップ研修

の実施 

避難誘導ワヸクショップの企画ヷ進行を含めた防災に関する

基本的な知識を身につけるための「地域の防災リヸダヸ」育

成研修を開催しています。 

震災時等に対応できる 

福祉ヷ介護ヷ医療等の 

連携体制の強化 

緊急時にも医療依存度の高い要介護高齢者へ適切な対応がで

きるよう、情報共有など関係機関の連携体制強化についての

検討をします。 

 

 

（２）見守りのしくみの充実 

○ 区では高齢者等の多様な生活状況等に合わせ、高齢者等の見守りネットワーク

を構築しています。第六期も引き続き、必要な方にはさまざまなしくみを組み

合わせて必要な支援が届く地域づくりを目指していきます。 

○ ひとり暮らし高齢者等の急増にともない、社会問題化した孤立死を予防するた

め、地域が主体となり、ひとり暮らし高齢者等の生活に密接に関わっていく中

で見守りの体制を築き、重層的なネットワークへと繋げています。 

１）ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の見守りの充実 

○ 区では、これまでも地域での福祉の相談窓口である民生委員による見守り活動

などを実施してきました。 

○ 今後はさらにひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、より多くの主

体を取り込んだ見守りのしくみづくりが求められています。 

○ そうした方々を対象とする地域の支えあい活動として、話し相手や相談助言、

見守り、関係機関等への連絡などを行います。特にひとり暮らし高齢者の増加

を受け「孤立死ゼロに向けた７つの取り組み」を展開しています。 

○ また、民間企業との連携による「高齢者等地域見守りネットワーク」を進めて

います。町会・自治会をはじめ、地域の金融機関や新聞配達店等、多様な機関

が相互に連携し、地域ごとに見守り体制を強化していきます。 
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孤立死ゼロに向けた７つの取り組み 

 

① 実態把握等の取り組み 

◆ ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯等実態調査 

ひとり暮らし高齢者世帯（70 歳以上）および高齢者のみの世帯を対象とし、民生

委員・児童委員の訪問による実態調査および台帳整備を３年に１回実施。 

◆ 災害時要援護者名簿の整備 

② 普及啓発等の取り組み 

◆ パンフレット、講演会などによる啓発活動 

③ 安否確認システム等の取り組み  ＝人を介して確認する方法＝ 

◆ 高齢者相談員事業（民生委員・児童委員の訪問による相談助言） 

◆ 在宅サービスセンター配食サービス 

◆ 民間配食サービス 

◆ さわやかサービス 

◆ 高齢者宅等のゴミの各戸収集 

◆ 地域見守り活動および支援対策 

◆ 訪問ボランティア事業 

◆ 支え愛ほっとレター（書留はがきの送付） 

④ 緊急通報システム等の取り組み  ＝機器等により確認する方法＝ 

◆ 徘徊高齢者探索システム 

◆ 区立高齢者住宅（生活リズムセンサー） 

◆ 緊急通報システム（民間受信センター型・生活リズムセンサー） 

◆ 夜間対応型訪問介護（介護保険の特別給付を活用した利用対象者の要件緩和） 

⑤ サロン等集う場の取り組み 

◆ 高年者懇談会 ◆ふれあい健康塾 ◆ほっとサロン 

⑥ ネットワーク構築等の取り組み 

◆ 在宅介護支援システム ◆認知症サポーター養成 ◆虐待防止ネットワーク 

◆ ふれあいサポート活動 ◆地域見守りネットワーク 

⑦ 相談事業等の取り組み 

◆ 高齢者相談員事業 ◆在宅介護支援センターによる総合相談  

◆ 支え愛・ほっとステーションによる福祉相談 
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■孤立死ゼロに向けた高齢者等の見守り事業による支援イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）虐待防止への取り組みの充実 

○ 区では介護疲れや経済的困窮等を原因とする高齢者虐待の相談・通報ケースが

後を絶たないことから、高齢者虐待防止ネットワークの強化に取り組んでいま

す。 

○ 平成18年４月「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」の施行を受け、家庭内介護や閉塞的な施設内介護で起こり得る高齢者への

虐待に対し、組織的・体系的な対応に取り組んでいます。 

○ 区では、地域包括支援センターが担う虐待防止や権利擁護の機能強化をするた

めに、虐待防止マニュアルを策定し、高齢者の権利と尊厳を確保します。 

○ 平成24年度からは「品川区虐待防止ネットワーク推進協議会」を組織し、高齢

者のみならず児童・障害者虐待、配偶者暴力を含めた包括的な虐待の未然防

止・早期発見・適切な支援・保護を図っていきます。 

○ 区では地域における児童虐待や高齢者虐待などの情報を24時間受け付ける専用

電話を設置しました。子どもから高齢者まで地域で包括的に見守るためのしく

みであり、通報者の秘密を厳守するとともに、家庭内における虐待等の早期発

見と適切な対応に繋げています。 

 

助言 

品川区ヷ高齢者福祉課 在宅介護支援センタヸ 地域センタヸ 

 

住 民 

住 民 

支援の 
必要な方 

見守り 

住 民 

連絡 相談 

安否確認 

緊 急 

連絡・相談 
町会ヷ自治
会民生委員 
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■主な事業 

民生委員ヷ児童委員 

による見守り活動の実施 

 

民生委員ヷ児童委員が高齢者世帯等を訪問し、話し相手や相

談助言などを行い、必要なケヸスについて関係機関等に連絡

しています。 

３年に１度の改選翌年度にひとり暮らし高齢者等に関する一

斉調査を行い、見守りが必要な人を把握します。 

民間企業等と連携した 

高齢者等地域見守り 

ネットワヸクの構築 

金融機関や水道局、新聞配達店、宅配事業者等の協力を得

て、日頃の訪問で高齢者等の異変を察知した場合、速やかに

区に通報してもらい、円滑な対応に繋げます。 

緊急通報システムの整備

（生活リズムセンサヸの 

 配備） 

自宅内で病気や事故ヷ火災などの緊急事態に通報ボタンを押

したり、生活リズム（動作確認）センサヸや火災警報器が作

動することにより、民間受信センタヸから派遣員が援助に駆

けつけ、対応します。 

しながわ見守り 

ホットラインの設置  

 

子どもから高齢者まで地域で包拢的に見守るためのしく

みで、児童虐待や高齢者虐待などの情報を24時間受け

付ける専用電話です。 

通報者の秘密を厳守するとともに、家庭内における虐待

等の早期発見と適切な対応に繋げています。 

 

■ 高齢者虐待防止ネットワークの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

品川区が高齢者虐待に対応するために介入を行う際の基本的な考え方 
＊ 高齢者の安全・安心の確保を最優先する。 

＊ 家族の生活安定のために支援する。 

＊ 長期的な視点に立ち「関係性」を重視して支援する。 

＊ チームアプローチで正確な情報収集と客観的判断を行う。 

＊ 個人情報・プライバシーに配慮する。 

対応策の報告 

高齢者虐待対応への随時対応 
○ 虐待ケースの状況把握と対応策の検討 
○ 関係機関との連携・調整 

 

報告・連携 

虐待事例の報告・通報 

虐待からの擁護 

品川区虐待防止ネットワーク推進協議会 
○ 虐待の実態把握と課題の確認 
○ 虐待防止ネットワーク（連携）の確認 

【構成メンバー】 

区、社会福祉協議会、社会福祉法人、サービス提供事業

者、町会・自治会、民生委員・児童委員、警察関係機

関、医療機関関係者 等 

品川区 

高齢者福祉課 
（地域包括支援センター） 
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（３）地域福祉の担い手の支援と育成 

○ 共助による支えあいを推進するため、地域や団体の特性に応じた支援をします。 

○ 地域福祉を推進する多様な協働の形を構築するため、地域や団体の特性に応じ

て、事業やサービスが継続的、安定的に行われるように活動を支援します。 

○ 地域福祉の核に位置付けられる品川区社会福祉協議会の活動を支援するほか、

民生委員・児童委員、町会・自治会、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の地域の課

題を解決し地域福祉に貢献する多様な活動の担い手の支援・育成・協働を推進

します。 

 

（４）すべての人にやさしいまちづくり 

○ 「だれもがふつうに暮らせるまちづくり」を推進します。 

○ ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者や高齢者を含むすべての人が、

平等に社会資源を享受できる環境をつくり、社会参加の機会の平等を推進する

ことが求められています。 

○ 区では平成９年３月に「品川区高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進計画」

を、平成20年３月には同計画を「すべての人にやさしいまちづくり推進計画」

として改定しました。 

○ この計画では、公共交通機関や歩行空間のバリアフリー化、やさしいまちづく

りのガイドマップの作成などに取り組むとともに、「だれもがふつうに暮らせ

るまちづくり」を基本理念に、ユニバーサルデザイン・おたがいさま運動の普

及啓発など、多様な関係者の参画による取り組みを拡げていきます。 

○ 特別養護老人ホームなどの福祉施設等の建設に合わせ、地域住民や高齢者・障

害者などの参加協力を得たまち歩き点検等により、当該周辺地域の道路等の環

境整備に努めます。 

■主な事業 

おたがいさま運動の推進 

 

困っている人がいたら助ける、困ったときには「助けて」と

言える、そんなことがあたりまえにできる「支えあいのまち

づくり」をみんなで進めていくための運動です。バリアフリ

ヸやユニバヸサルデザインといった、すべての人が暮らしや

すいまちにするため、この運動を推進します。 

駅や道路のバリアフリヸ

の推進 

 

しながわお休み石設置事業、大井町駅周辺バリアフリヸ計画

策定検討委託、ホヸム内方線付点状ブロック整備助成、可動

式ホヸム柵整備助成などを推進し、高齢者を含めた区民の活

動を支援します。 
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■すべての人にやさしいまちづくり推進計画 概念図 
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背景とねらい 

高齢者人口が増加し、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみの世帯が今後も増加

していく背景をふまえ、高齢者ができるだけ自宅での生活を送ることができるよう

な支援やサービス基盤の確保が必要になっています。 

一方、必要とされる支援やサービスは一人ひとり異なるものです。区では、平成

27 年度制度改正をふまえ、多様なニーズに応じることができるしくみづくりを進

めていきます。 

また、地域包括ケアシステムの充実を図るため、在宅生活の支援、自立支援の向

上が期待できるサービス給付を区独自に展開し、適切なケアマネジメントのもとで、

住み慣れた地域での在宅生活を支援します。さらに、介護者への支援や介護人材の

育成についても充実を図っていきます。 

 

＜在宅生活を支えるサヸビスの充実＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅生活を支えるサヸビスの充実 
project 

プロジェクト 3 

■外出支援の充実 

■生活を支える用具等の給付や貸与 

主要な事業 施策の方向性 

■訪問型サービスの実施 

■通所型サービスの実施 

■介護予防ケアマネジメントの実施 

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護の充実 

■小規模多機能型居宅介護の充実 

■市町村特別給付の実施 

（1）日常生活の支援 

 

（2）介護予防・日常生活支援 

総合事業の実施 

（4）介護者支援の充実 

 

■介護者向けの講座や研修事業の充実 

■家族介護者支援事業の実施 

（3）介護保険サービスの充実 

 

■品川福祉カレッジの充実 

■ＮＰＯ法人との連携による研修の実施 
（5）介護人材の育成と確保 
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（1）日常生活の支援 

○ 介護やサポートが必要な高齢者の外出を支援したり、必要な用具を給付・貸与

することで、閉じこもりを予防し、安心して日常生活を送ることができるよう

支援します。 

 

１）外出支援の充実 

○ ひとりで外出することに不安を感じている高齢者が増えており、外出支援の充

実が求められています。 

○ 高齢者に対する外出同行の支援を中心とした事業を実施することで、要介護高

齢者の増加の抑制、介護予防および閉じこもり予防の促進を図ります。 

○ 区では福祉有償運送運営協議会を設置し、移動制約者へのサービスの必要性や

内容、サービス提供事業者の適否などを審議しています。 

■主な事業 

あんしんお出かけ 

サヸビスの実施 

ひとりでの外出に不安がある方にヘルパヸが付き添い、外出

を支援します。買い物や散歩、友人との集まり、外食等、介

護保険の外出介助では対応できない目的でも利用できます。 

福祉有償運送等移送 

サヸビスの充実 

福祉有償運送として事業認証を得た事業者が車いす専用車両

で通院などの送迎をします。品川区社会福祉協議会のさわや

かサヸビス事業「おでかけ（移送）サヸビス」が福祉有償運

送として事業認証を得たほか、多様なＮＰＯ法人などを育成

し、地域の高齢者や障害者の移送サヸビスの充実を図ってい

ます。 

福祉タクシヸ利用料の 

助成 

車いすまたはストレッチャヸのまま乗り降りができる福祉タ

クシヸの利用料を助成します。 

 

 

２）生活を支える用具等の給付や貸与 

○ 介護保険の給付対象となる福祉用具は必要がなくても、歩行時の支えとして杖

が必要であったり、急な病気や怪我などで一時的に車いすが必要になることが

あります。また、要介護認定が非該当であっても、介護予防や生活支援の観点

から住宅改修が有効となるケースもあります。 

○ 寝たきり等でおむつが必要になると、費用の負担が問題となることがあります。 

○ そうした方々の生活を支えるために、区の事業としてさまざまな給付や貸与を

行っています。 
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■主な事業 

敬老杖の支給 75歳以上で杖が必要な方に5年に1回、T字杖を支給します。 

車いすの貸与 自力歩行が困難な方へ、一時的に車いすを貸し出します。 

紙おむつの支給 

（在宅の要介護者対象） 

寝たきり等で常時おむつが必要な方の自宅へ月１回、紙おむつ

を届けます。 

入院中の紙おむつ代の 

助成 

負担が重くなりがちな入院中の紙おむつ代について、月額

5,000 円を上限に助成します。（所得制限ありヷ要介護度３以

上の方が対象） 

住宅改修予防給付の実施 65 歳以上で要介護認定が非該当とされた方に、介護予防の視

点から介護保険の住宅改修と同じ内容の給付をします。（所得

制限あり） 

（2）介護予防ヷ日常生活支援総合事業の実施   

○ 平成27年度制度改正により、従来、予防給付として提供されていた要支援者を

対象とする介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業）に移行します。 

○ 区では、制度改正によって利用者・家族に混乱が生じないよう十分配慮しつつ、

新しい事業を実施していきます。 

○ 多様化するニーズに対応するため、これまで実施していた事業の再構築を含め、

サービスを提供するしくみを整備していきます。 

○ 今後もサービスを円滑に提供できるよう、継続的な介護予防マネジメントの機

能の拡充を図り、介護予防と自立支援をさらに推進します。 

１）訪問型サービスの実施 

○ 区では、第五期までの要支援１～２の方を対象とした介護予防訪問介護を、平

成27年４月から、「介護予防・生活支援サービス事業」として実施します。こ

れまで介護予防訪問介護を利用していた方が、引き続き必要な支援を受けられ

るよう、スムーズな移行に取り組みます。 

○ 多様なニーズに対応するためのサービスを構築して、介護予防を推進します。 

■主な事業 

予防訪問事業の実施 要支援相当の方を対象に、介護予防ケアマネジメントを経て

掃除ヷ洗濯などの訪問によるサヸビスを提供します。 

生活機能向上支援 

訪問事業の実施 

介護予防のために本人の日常生活意欲を向上させ、自立した

日常生活が続けられるよう生活援助サヸビスを提供します。 

管理栄養士派遣による 

栄養改善事業の実施 

居宅療養管理指導事業所から管理栄養士が月２回程度利用者

宅を訪問し、献立の作成支援、調理方法の指導、食事管理全

般の栄養指導等を行います。 
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２）通所型サービスの実施 

○ 訪問型サービスと同様に、区では、第五期までの要支援１～２の方を対象とし

た介護予防通所介護を、平成27年４月から、「介護予防・生活支援サービス事

業」として実施します。 

○ ボランティアやＮＰＯ法人等、さまざまな担い手による多様なサービスを検

討・構築していきます。 

■主な事業 

予防通所事業の実施 要支援相当の方を対象に、介護予防ケアマネジメントを経て

機能訓練などの通所によるサヸビスを提供します。 

はつらつ健康教室の実施 介護や支援が必要となるおそれのある方に、運動器ヷ口腔機

能の向上や、低栄養ヷ認知症予防のための複合型プログラム

を提供します。さらに修了者を対象に、体力測定と健康セミ

ナヸを実施し、介護予防に対する意欲の維持ヷ向上を目的と

したフォロヸアップ教室を開催します。 

３）介護予防ケアマネジメントの実施 

○ 平成27年度制度改正により、介護予防・生活支援サービス事業の利用にあたっ

ては、介護予防ケアマネジメントを実施することとなりました。 

○ 利用者の心身の状況や環境に応じて適切な支援やサービスが提供されるよう、

３つの類型に分けてケアマネジメントを実施します。 

（３）介護保険サヸビスの充実 

○ 在宅生活の継続を支援するため、24時間365日切れ目のない介護保険サービス

を提供できる基盤・体制を整備します。 

○ 全国一律の保険給付ではカバーできない部分を補うため、区独自の市町村特別

給付を実施します。 

１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護の充実 

○ 平成24年度制度改正により、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が連携し、

１日数回の定期巡回訪問と、緊急コールに対応した随時訪問を組み合わせた

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創設されました。 

○ 区では、平成22年度から国のモデル事業として本事業に取り組み、地域の事業

所の連携によるサービス提供のあり方と導入の手法を検討するとともに、導入

後の効果等を検証してきました。 

○ 今後もこのサービスを地域包括ケアシステムの中核をなすサービスに位置付け、

指定事業者、地域の訪問介護ならびに訪問看護事業者と連携を図り、区内全域
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でサービスの提供ができる体制整備を進めています。 

■品川版・24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）小規模多機能型居宅介護の充実 

○ 平成18年度制度改正により、「通い」を中心に、なじみのスタッフによる「訪

問」や「宿泊」を柔軟に組み合わせ、住み慣れた地域での在宅介護の継続を支

えるサービスとして小規模多機能型居宅介護が創設されました。 

○ 区では、第五期までに8ヵ所の事業所を整備しました。1事業所あたりの登録人

数を29人以下と小規模に限定し、きめ細やかなサービスを提供することで、利

用者の状態改善等に効果を発揮しつつあります。 

○ 今後も、中重度の要介護高齢者、認知症高齢者の増加を見据え、必要なサービ

ス量や地域バランスをふまえて、適切な整備に取り組んでいきます。 

３）市町村特別給付の実施 

○ 在宅介護支援システムの一層の充実を図るため、在宅生活の支援、自立支援の

向上が期待できるサービス給付を区独自に展開し、適切なケアマネジメントの

もとで住み慣れた地域での在宅生活を支援しています。 
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■ 市町村特別給付の概要 

①要支援者夜間対応サヸビス特別給付（平成 21年度～） 

○ 夜間対応型訪問介護サービスの利用対象外である要支援者に対して、夜間帯にお

ける安心感の確保と緊急時等の随時対応サービスを提供します。 

○ 夜間（22 時から 6 時）の緊急時のコールに専任のオペレーターが対応し、必要

により訪問介護員がかけつけて対応します。 

②通院等外出介助サヸビス特別給付（平成 21年度～） 

（１）要支援者通院介助サービス   月１回、 60分以内 

○ 要支援者に対し、通院介助サービスを介護予防訪問介護に続けてサービスを提

供します。 

（２）要介護者病院内介助サービス  月１回を限度とし、30分単位で 90分以内 

○ 通院介助に引き続いて病院内での介助が必要な要介護者を支援します。 

③地域密着型ケアハウスサヸビス提供貹特別給付（平成 21 年度～） 

○ ケアホーム東大井（地域密着型ケアハウス）において、充実した質の高い日常

生活上の支援サービスを提供します。 

（４）介護者支援の充実   

○ 要介護高齢者の高齢化・重度化が進むとともに、いわゆる老老介護世帯も増加

しています。高齢者を支える同居家族の負担が増加し、介護疲れによる虐待な

どが社会問題化しています。 

○ 65歳までの継続雇用が法定化されるなど、今後は働き盛り世代や中高年世代で

仕事と介護の両立に困難を抱える世帯が増加することが見込まれています。 

○ 介護を必要とする方だけではなく、こうした介護をする側の方についても、適

切な支援が求められています。 

１）介護者向けの講座や研修事業の充実 

○ 介護は家族が介護を要する状態になって初めて意識することが多く、いざ介護

をしようと思っても、その方法等が分からず困ってしまう方が多いのが現状で

す。 

○ 区では、ＮＰＯ法人等と連携して、介護者向けの講座や研修を実施するととも

に、介護の普及啓発に努めています。 

２）家族介護者支援事業の実施 

○ 在宅で介護している家族は休みもなく、悩みがあっても相談する相手がいない
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など、さまざまな問題を抱えています。そうした家族介護者を支援するための

事業を実施します。 

■主な事業 

在宅介護者のつどいの 

実施 

要介護高齢者等を介護している家族などの心労をねぎらい、

介護に必要な技法や知識を習得できる機会を提供します。 

宿泊研修の実施 要支援２以上の高齢者を介護している方を対象に、家族で行

える介護方法などの研修を行うとともに、参加者相互の交流

を図ります。 

介護者教室の実施 在宅サヸビスセンタヸで、介護の方法や食事ヷ健康管理など

の講習を実施します。 

家族介護者応援事業の 

実施 

ＮＰＯ法人の品川ケア協議会と連携し、介護に関する知識や

技術を学ぶ場と、体験交流の場を提供します。また、より具

体的な介護者支援として、自宅で介護のコツ等を指導する介

護職員出張サヸビスを実施します。 

（５）介護人材の育成と確保 

○ 区では、品川区社会福祉協議会が平成7年に設立した品川介護福祉専門学校を

支援し、介護福祉士の養成を継続的に行ってきました。区の修学資金貸付制度

の活用により、福祉現場の就労へも繋げ、多くの人材を輩出しています。 

○ 平成19年には社会福祉士養成コースを設置し、高齢者や障害者などの高い専門

性が必要とされる住民からの相談に応えられる人材を養成しています。 

○ 慢性的な介護人材の不足に対応するため、品川介護福祉専門学校やＮＰＯ法人

などと連携し、資格取得や人材育成のための研修事業などを実施します。 

○ 今後も介護福祉人材の確保と育成による質の高いサービス提供を目指します。 

１）品川福祉カレッジの充実 

○ 区では、高齢社会に対応し、平成14年度から福祉人材の育成拠点として「品川

福祉カレッジ」を品川介護福祉専門学校に開設しました。組織的な研修の必要

性をふまえ、管理者クラスのケアマネジャー、主任ヘルパー等の育成に重点を

おきながら介護サービスの質の向上に取り組んでいます。 

○ 品川福祉カレッジでは、介護職員の育成の観点から専門的な研修を実施してい

ます。また、介護職員実務者研修の開設についても検討していきます。 

○ 今後も実務従事者を対象とし、地域特性にかなった再教育を充実していきます。 

２）ＮＰＯ法人との連携による研修の実施 

○ 品川福祉カレッジによる人材の育成とともに、介護現場での人材の確保育成も
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重要な課題です。 

○ 区では、ＮＰＯ法人品川ケア協議会との協働による介護職員初任者研修を開設

するとともに、区独自の介護職員初任者研修の受講にかかる費用の助成制度に

より、新たな人材確保・就労への誘導を図っています。 

○ 在宅サービスにおいては、１対１の個別・対人サービスのため個人の高い接遇

能力が求められていることから、品川ケア協議会と連携した接遇研修による質

の向上を図る取り組みや、けがなどによる離職防止を図るための介護技術研修

を開催しています。 

○ 今後は、品川ケア協議会をおおむね70歳以上の介護従事者ＯＢ・ＯＧの受け皿

として整備して、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の担い手として育成

支援していくことを検討します。 

○ 今後も国の制度動向を注視しつつ、区の福祉現場を支える新たな人材の確保を

進めていきます。 
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背景とねらい 

区内のひとり暮らし高齢者は約 9,500 人、高齢者のみの世帯の人数は約 12,500

人（平成 27年 2月現在）となっており、要介護認定を受けている方は 14,000人を

超え、今後も引き続き増加が予測されています。このような支援を必要とする高齢

者の増加に対して、品川区では平成 5年度より在宅介護支援システムの検討を開始

し、13 地区を基礎単位（日常生活圏域）とした上で 20 ヵ所の在宅介護支援センタ

ーを整備してきました。区では高齢者福祉課を 20 ヵ所の在宅介護支援センターを

統括する「統括（基幹型）在宅介護支援センター」として位置付けています。 

区における在宅介護支援システムは、高齢者等の地域での暮らしを支援し、たと

え介護を要する状態となっても在宅介護支援センターが核となり、在宅生活を継続

するための総合的なサービスを提供するしくみです。今後はＩＣＴの活用などによ

り在宅介護支援システムを発展させ、平成 37 年（2025 年）を見据えた地域包括ケ

アシステムの構築に向けた取り組みを強化していきます。 

また、健全な介護保険制度を維持・運営していくため、給付適正化とサービス向

上のしくみについても取り組んでいきます。 

＜在宅介護支援システムの強化＞ 

 

  

■地域包括支援センター機能の充実 

■在宅介護支援センター機能の充実 

■ＩＣＴを活用した在宅介護支援システムの 

再構築 

主要な事業 施策の方向性 

■給付費通知とモニタリングアンケートの実施 

■介護事業所に対する実地指導・集団指導の 

実施 

■ケアマネジメント支援事業の実施 

■介護予防システムの推進 

（2）適切なケアマネジメント

の支援 

（3）給付適正化とサービス向

上のしくみ 

 

（1）支援センター機能の充実 

在宅介護支援システムの強化 
project 

プロジェクト 4 
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■日常生活圏域と基本圏域 

○ 「日常生活圏域」は、高齢者等が日常的な地域生活を送るエリアとして位置付け、

これまで区が取り組んできた施策の展開に応じ、地域センターと同一の13地区を

単位として設定します。 

○ 「基本圏域」として、この「日常生活圏域」をグループ化し、6つの大きな枠組み

で圏域を設定します。 

○ 基盤整備の構想にあたっては、「日常生活圏域」または「基本圏域」を単位とし

て計画します。 

■日常生活圏域と基本圏域の図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常生活圏域 

 

日常生活圏域 

 

日常生活圏域 

 

基本圏域：品川地区 

 

基本圏域：大崎地区 

荏原１ 

基本圏域：荏原西地区 

荏原２ 荏原３ 

基本圏域：荏原東地区 

荏原４ 荏原５ 大井２ 

基本圏域：大井西地区 

大井３ 

基本圏域：大井･八潮地区 

日常生活圏域 

 大崎１ 大崎２ 

日常生活圏域 

 

日常生活圏域 

 品川１ 品川２ 

 

大井１ 八潮 
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（１）支援センタヸ機能の充実 

○ 区における在宅介護支援システムは、地域での暮らしを支援し、たとえ高齢者等

が介護を要する状態となっても在宅介護支援センターが核となり、在宅生活を継

続するための総合的なサービスを提供するしくみ（ケアマネジメントシステム）

です。 

○ 区の全体調整とバックアップのもと、20ヵ所の在宅介護支援センターを核とした

サービス提供のしくみをより充実します。 

 

■在宅介護支援システムの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）自尊・自立の確保   

 
・当事者の意思の尊重 

当事者(本人と家族)の意思と人間性が尊重される
こと。 

 
・介護の支援 

在宅生活の主体は当事者であり、ケアマネジャー
の役割は当事者を支援すること。 

２）安心の確保   

 
・身近な相談窓口の存在 

身近な地域に相談の窓口を置くことによって、区
民の安心が確保されること。 

 
・的確な対応 

当事者のニーズに的確に対応することによって、
利用者の信頼と安心が確保されること。 

３）総合性・多様性の確保   

 ・幅広い視点と柔らかな 

発想 

個々の高齢者の生活・人生全体を見渡し、さまざ
まな要素を総合的にとらえ、柔らかな発想のもと
に適切な支援を行うこと。 

 

・関係機関との連携と 

さまざまな資源の活用 

関係機関との連携のもと公的サービスのみなら
ず、地域、ボランティア、民間サービス等を視野
におき、さまざまな資源を活用しながら支援体制
を構築していくこと。 

４）柔軟性の確保   

 
・状況変化への対応 

高齢者の時間の経過にともなう心身状況の変化に
応じて的確に対応すること。 

５）公平性の確保と重点化の推進  

 

・適切なサービス提供 
サービス水準の公平性に十分配慮をしつつも、サ
ービスの必要性、有効性に応じた重点的なサービ
ス配分を行うこと。 

在
宅
介
護
支
援
シ
ス
テ
ム
の
方
針 
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１）地域包括支援センター機能の充実 

○ 平成18年度制度改正により創設された地域包括支援センターは、①総合的な相談

窓口／権利擁護機能、②介護予防マネジメント、③包括的・継続的マネジメント

の支援の３つの機能を担うものですが、区では、すでに在宅介護支援センターが、

①および③の機能を果たしていたため、②の介護予防マネジメント機能を付加・

充実させることで、地域包括支援センターの機能を果たしてきました。 

○ 平成27年度制度改正で、介護予防・日常生活支援総合事業に介護予防ケアマネジ

メントが位置付けられました。区では、引き続き在宅介護支援センターが相談・

調整窓口となって、軽度者から中重度者までのケアマネジメントの中核機関とな

り、利用者・家族、区民に分かりやすく安心できるしくみを構築していきます。 

 

２）在宅介護支援センター機能の充実 

○ 既存の在宅介護支援システムの活用を図り、統括（基幹型）在宅介護支援センタ

ー（高齢者福祉課）を地域包括支援センターと位置付け、各地区在宅介護支援セ

ンターが地域包括支援センター機能を担っています。 

○ 在宅介護支援センター機能と合わせ、要支援高齢者への支援や権利擁護の促進な

ど、地域包括支援センターとしての機能を強化します。 

■品川区における在宅介護支援システム 
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■地域包括支援センター機能の分担 

地

域

包

拢

支

援

セ

ン

タ

ー 

在宅介護 

支援センタヸ 

① 総合相談、実態把握 

ヷ介護、介護予防の必要性の見極めと振り分け 

② 介護ヷ介護予防のマネジメント 

ヷ民間居宅介護支援事業者との連携 

③ 介護予防ヷ日常生活支援総合事業のマネジメント 

ヷ民間居宅介護支援事業者との連携 

④ 要介護認定の調査 

⑤ 日常の地域活動 

ヷ民生委員（児童委員）その他地域の関係機関との連携等 

高齢者福祉課 

① 全般的調整と在宅介護支援センタヸの統拢 

ヷ事業者ネットワヸクの維持ヷ強化 

ヷサヸビス利用の公平性確保のための調整 

ヷケアマネジメントの標準化等、質の向上 

ヷ研修等による人材の指導ヷ育成 

ヷサヸビスの質の向上 

② 介護ヷ介護予防マネジメントの統拢 

③ 介護予防ヷ日常生活支援総合事業のマネジメントの統拢 

④ マネジメントの後方支援 

ヷ全体把握ヷ管理 

ヷＩＴ活用の促進 

ヷ医療ヷ介護の連携強化 

ヷ権利擁護ヷ高齢者虐待防止ヷ専門的介入ケヸス対応 

⑤ 在宅介護支援センタヸのバックアップ 

ヷ個別ケヸス（困難ケヸス等）についての指導、相談 

ヷ地区ケア会議等を活用したケアプランの評価、検討 

ヷその他必要な指導、助言等 

⑥ 民間居宅介護支援事業者との連携 

⑦ 地域の社会資源の開発支援 

ヷ認知症高齢者支援 

ヷ事業者の指定、指導、監査 

ヷＮＰＯ法人、ボランティア団体等の支援 
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３）ＩＣＴを活用した在宅介護支援システムの再構築 

○ 介護サービスの利用は長期にわたり継続的になることが多いため、ケースマネジ

メントには経年的な情報管理が重要です。 

○ 区では、介護保険制度の開始当初から区と在宅介護支援センターをネットワーク

システムで結び、相談から認定・マネジメントまでリアルタイムで情報が共有化

され、チームケアの実施に効果を発揮しています。 

○ 平成27年度制度改正と、今後の高齢者の増加も見据え、上記のネットワークシス

テムを民間居宅介護事業者、かかりつけ医の医療機関などに拡大し、機能を拡充

することを検討します。 

（２）適切なケアマネジメントの支援 

○ 平成37年（2025年）に向け、地域で生活する中重度の要介護者、認知症高齢者の

増加が見込まれます。より適切な居宅介護支援が行われるよう、ケアマネジャー

を支援するとともに、介護予防と自立支援に向けた介護予防マネジメントを推進

します。 

１）ケアマネジメント支援事業の実施 

○ 区は在宅介護支援センターのケアマネジャーが在宅医療･介護連携を適切に担える

よう、ケアマネジメントマニュアルの改訂、研修、情報提供、専門アドバイスな

ど後方支援などを一層、強化します。 

○ 平成27年4月から実施の介護予防・日常生活支援総合事業のマネジメントについて

は、国のガイドラインをふまえながら、利用者のニーズに合ったサービス調整を

実施できるよう、ケアマネジャーに情報提供、指導を行います。 

■主な事業 

品川区ケアマネジメン

トマニュアルの改訂 

平成 27 年度制度改正にともない、変更となる介護予防ヷ

日常生活支援総合事業、中重度の要介護者ヷ認知症高齢者

のケアマネジメントに関する業務マニュアルを改訂しま

す。 

ケアプランチェックの 

実施 

ケアマネジメントのプロセスの基本となる事項をケアマネ

ジャヸと確認検証しながら「気づき」を促すとともに、

「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた取

り組みを支援します。 
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２）介護予防システムの推進 

○ 「介護予防事業」は、心身機能の低下予防、社会生活の維持向上を目的として、

自立支援高齢者を対象とするサービスとして位置付け、事業を展開しています。

（プロジェクト１ P.52～P.54参照） 

○ 平成27年4月から実施の介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に提供できるよう、

継続的なマネジメントの機能の拡充を図り、介護予防と自立支援をさらに推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 予防マネジメントのポイント 
① 日常生活における生活機能に着目し、改善可能性についてアセスメントを行い

維持・向上を目指します。 
② アセスメントの過程で本人が生活機能の改善の可能性に気づくよう支援すると

ともに、目標達成に向けて動機付けをしていきます。 
③ 予防プラン作成時に客観的な評価が行える目標を設定し、事後評価することに

よって、ケアプランの見直しを行い、より効果的なサービスを提供していきま
す。 

 
これまでの「介護」の発想 
「できないこと」を補填 

●利用者ができないことをサービス
で補う 

●サービス利用の必要性はケアマ
ネジャー等第三者が評価（本人の
主体意思が希薄） 

「介護予防」の発想 
「もっとできるようになる」ための支援へ 

●今はできていないこと、低下してい
る生活機能がもっとできるようにな
るための支援 

●本人の意思を尊重し、主体的な取
り組みを促進 

■ 相談・サービス利用の流れと予防マネジメントの流れ 
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（３）給付適正化とサヸビス向上のしくみ 

○ 区では、介護保険料や公費で運営される介護保険制度が適正に運営されるよう、

保険者の役割として給付の適正化とサービスの向上に取り組んでいます。 

○ サービスの評価・向上のしくみの運営は、介護保険制度全般にわたっての審議を

行う「品川区介護保険制度推進委員会」において、制度全体を一体的に把握・検

証し、しくみを推進しています。 

■ 品川区のサービス評価・向上の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）給付費通知とモニタリングアンケートの実施 

○ 平成21年度から給付適正化事業として給付費通知を実施しています。また、この

通知とともにモニタリング機能を付加した利用者満足度を計測するツール・しく

みとしてのアンケート調査を行っています。 

○ これにより、個別の介護サービスの評価にとどまらず、介護保険制度やサービス

全体を相対的にモニタリングし、区内サービスの質の向上を図っていきます。 

○ 介護保険制度や関連する法律等の改正の動向を注視しながら、区民が安心して制

度やサービスを利用できるよう、今後も必要な調査を実施するとともに、しくみ

についても柔軟に見直しを行っていきます。 
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２）介護事業所に対する実地指導・集団指導の実施 

○ 介護保険サービス等を提供するサービス事業者に対して、給付が適正に行われて

いるか定期的な指導および監査を実施しています。 

○ また、指導の対象となるサービス事業者を、必要な指導の内容に応じ、一定の場

所に集めて講習等を行う集団指導を実施しています。集団指導においては、品川

区介護保険制度推進委員会モニタリング等調査部会における委員の意見やモニタ

リングアンケート調査結果をフィードバックし、サービスの質の向上も図ってい

ます。 

○ 平成27年度制度改正により、区市町村（保険者）の権限や裁量は拡大されました。

今後は居宅介護支援事業所等の介護事業所に対する指定、管理・監督権限も区に

移管される予定です。増大する事務等も見据え、介護事業所に対する実地指導・

集団指導を適正に実施すべく、体制を整えていきます。 

○ 平成37年（2025年）に向けた高齢化の進展を見据え、引き続き公平・公正な介護

保険制度の運営、一般保健福祉事業の執行に努めます。 
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背景とねらい 

要介護高齢者の約半数に認知症の症状が認められており、今後も認知症高齢者の

増加が見込まれています。高齢者の適切な権利擁護や地域ぐるみの認知症ケアの拡

充は、今後も重要な課題となっています。 

平成 27 年度制度改正においては、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援

推進員の設置などが地域支援事業に位置付けられました。また、認知症高齢者の在

宅生活を支えるためのサービス提供体制が強化され、特定施設入所者生活介護にお

いては認知症専門ケア加算の創設、認知症対応型共同生活介護における宿直職員の

夜間の加配の評価、認知症対応型通所介護の利用定員を「１ユニット３人以下」に

見直すなど、介護報酬上も認知症ケアへの評価がされています。 

区では、引き続き認知症高齢者が住み慣れた地域で可能な限り生活を継続できる

よう、介護者支援、普及啓発活動、徘徊高齢者対策、高齢者虐待予防のための認知

症高齢者ケアマネジメントの強化を目指します。 

また、認知症対応型通所介護、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居

宅介護サービスなど、認知症ケアとして有効と考えられる地域密着型の介護サービ

スの基盤整備を進めるとともに、地域住民の見守りや支えあいによる認知症ケアの

拡充を図っていきます。 

 

＜認知症高齢者への支援の充実＞ 

 

■認知症予防プログラム事業の実施と開発 

主要な事業 施策の方向性 

■認知症サポーターの養成と活用の推進 

■成年後見制度活用の推進 

■認知症高齢者グループホーム家賃助成事業の

実施 

■認知症総合支援事業の実施 

■福祉カレッジにおける「認知症ケア専門コー

ス」の充実 

（2）認知症高齢者のケアの 

充実 

（3）認知症高齢者を支える 

しくみの充実 

 

（1）認知症予防の推進 

認知症高齢者への支援の充実 
project 

プロジェクト 5 
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（１）認知症予防の推進 

○ 認知症予防には早期発見、早期治療とともに、身近な人に見守られながら残存機

能を生かした「活動」や「参加」を継続的に行うことが重要です。 

○ 区はこれまでさまざまな認知症予防プログラムを実施してきましたが、効果測定

や評価を行いながら、認知症予防の新たなプログラムの開発に取り組みます。 

■主な事業 

いきいき脳の健康教室の

実施（再掲） 

教室への参加と毎日の「読み書きヷ計算」を続けること

で、脳の活性化を図り認知症を予防します。 

いきいき健康マヸジャン

広場の実施（再掲） 

マヸジャンが認知症予防に効果的であるとの研究結果もあ

り、「お金を賭けない、お酒を飲まない、たばこを吸わな

い」をモットヸに取り組んでいます。 

認知症等専門相談事業の

実施  

３ヵ所の保健センタヸで専門医による「高齢期こころの健康

相談」を実施し、高齢者や家族に対する療養上の助言を行い

ます。 

認知症予防プログラム 

事業の実施 

パソコン、料理、旅行のプログラムごとに、講習会や認知機

能を測るファイブヷコグテストを実施するとともに、ファシ

リテヸタヸを育成して認知症予防に取り組む区民を支援しま

す。 

 

（２）認知症高齢者のケアの充実 

○ 認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民による見守

りの普及啓発を図り、行政の保健福祉機関と医師、看護師などの医療専門職との

連携を強化し、地域全体での支援体制を推進します。 

○ 「総合的な認知症高齢者ケアを推進するための５つの方策」を推進していくため

の具体的な事業に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な認知症高齢者ケアを推進するための５つの方策 

１．福祉・保健・医療の連携の推進 

２．認知症高齢者向けサービスの充実 

３．認知症研修の充実・ケアスタッフの質の向上 

４．在宅介護継続のための家族支援 

５．認知症に関する普及・啓発 
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■対象者別の多様な支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）認知症総合支援事業の実施 

○ 平成27年度制度改正により、認知症高齢者の増加に対応するための「認知症総合

支援事業」を平成30年度までに全区市町村で実施することとなりました。 

○ 区では、これまで取り組んできた認知症高齢者のケアをさらに充実させ、医療機

関等と連携して、認知症高齢者とその家族を地域で支える体制を構築します。 

■主な事業 

認知症初期集中支援事

業の実施 

認知症が疑われる方を支援するために、医師や保健師、介

護福祉士など複数の専門職によるチヸムが個別の訪問支援

を行い、受診勧奨や本人ヷ家族のサポヸトを行います。 

認知症地域支援推進

員ヷ認知症支援コヸデ

ィネヸタヸの配置 

地域包拢支援センタヸに認知症施策の検討や推進を行う

「認知症地域支援推進員」と、個別ケヸス支援のバックア

ップを担う「認知症支援コヸディネヸタヸ」を配置し、関

係機関と連携した支援のしくみを作ります。 

認知症ケア向上推進事

業の実施 

認知症カフェなど認知症の人の家族に対する支援の推進

や、病院ヷ介護施設などでの認知症対応力向上などの取り

組みについて検討ヷ実施します。 

認知症疾患医療センタ

ヸとの連携強化 

東京都が指定する認知症疾患医療センタヸや地域の医療機

関と連携し、認知症の人やその家族の診療ヷ相談等のしく

みを整備します。 

２）福祉カレッジにおける「認知症ケア専門コース」の充実 

○ 「品川福祉カレッジ」では、平成17年度に認知症ケア専門コースを開設し、いわ

ゆるセンター方式（認知症介護研究・研修センター）によるアセスメント、ケア

の考え方を学び実践に繋げています。 
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○ 今後も、在宅介護支援センター、介護事業者、高齢者施設等の職員の受講を促進

し、専門性を高め地域の認知症ケアの質の向上を図ります。 

（３）認知症高齢者を支えるしくみの充実 

○ 平成37年（2025年）以降、介護保険制度を支える40歳以上人口は減尐に転じると

ともに、すでに減尐局面に入っている生産年齢人口（15歳～64歳）も減尐が続く

ことが見込まれています。対照的に中重度の要介護高齢者、認知症高齢者につい

ては今後、増大が予想されます。 

○ 介護職や医療職などの専門家に加え、家族や地域の人々など、みんなで認知症高

齢者を支えるしくみを充実していきます。 

■認知症高齢者を支えるしくみ 
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１）認知症サポーターの養成と活用の推進 

○ これまでに全国で580万人を超える認知症サポーター（地域で暮らす認知症の人や

家族を日常生活の中でサポートする人）の養成が行われ、引き続き各地で拡充に

向けた展開をしています。 

○ 区でも「品川区認知症サポーター」養成に取り組み、民生委員・児童委員をはじ

めとした地域住民に対する地域学習会への幅広い参加を呼びかけ、認知症高齢者

の理解を地域に浸透させ、地域の中での見守りと支えていくためのしくみづくり

に取り組んでいます。 

◆認知症サポーター養成の実績 （平成26年12月末現在） 

・認知症サポーター：延べ8,319人 ・キャラバンメイト：333人 

○ 今後も、増加する認知症高齢者が地域での生活を続けられるよう、「ふれあい

サポート活動」との連携をはじめ、町会・自治会との連携を強化し豊かな地域

社会の実現を目指していきます。 

 

■認知症サポーター養成事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「品川区認知症サポーター」に期待する役割 

 

○ 認知症に関する正しい基礎知識の習得と理解 

○ 認知症高齢者や家族の心情を理解し、適切な付き合い方、対応方法を習得 

○ 認知症高齢者を地域で支えるための社会資源、ネットワークの理解 

○ 個人でできる範囲での認知症高齢者や家族へのサポートや手助け 

○ 関係機関等と率先した連携を意識したネットワークづくり 

○ 家族や友人、地域住民等へ自分が習得した知識・情報の周知 

○ 認知症への理解をもとに、地域の障害者や子育て家庭等へも見守る意識を広げ、 

  やさしいまちづくりの形成を目指す 

 

 

  

 

認知症 

サポーター 

◆理解 
認知症とは何か 
どんな支援が必要か 
すべての人が正しい理解を備える。 

◆見守り 
地域の一人ひとりが 
さりげない見守りや気づきを 
心がける。 

◆声かけ 
街で困っている様子の人に 
出会ったらやさしい声かけを行う。 

◆手助け 
買い物や交通機関の利用など 
さまざまな生活場面で 
ちょっとした手助けを行う。 
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STEP4 地域単位で認知症サポーター養成事業を展開。地域住民が認知症の正しい
知識を持ち、実生活での役割を認識する。 

○ 在宅介護支援センタヸなど介護に関係する機関で勉強会を実施 
○ 講演会や本人ヷ家族会の声を反映できる場を提供 
○ 地域と福祉ヷ保健ヷ医療が連携できるしくみづくりを目指す 

STEP5  個々の活動の相乗効果による地域ごとのネットワーク化を目指す。 
13 地区の日常生活圏域での活動を継続的に展開し、ボランティア育成を図
りつつ、地域の課題を地域全体で確認し合い、解決に向けた自主的な取り
組み体制を形成する。 

■認知症サポーター養成事業の拡充スキーム 

 
    第１ ステージ（自分の地域を考える） 

   
 
 
 
 
 
 
 

    
  第２ ステージ（地域に根づいた活動を広げる） 
 
 
 
 
 
 
 
  第３ ステージ（地域全体をネットワーク化へ） 

 
 
 
 
 

 

 

２）成年後見制度活用の推進 

○ 区では、認知症高齢者等の判断能力が不十分な人が適切に介護保険サービス等を

利用できるよう支援するため、地域福祉の担い手である品川区社会福祉協議会と

連携し権利擁護のしくみを構築してきました。 

○ 平成14年には品川区社会福祉協議会に品川成年後見センターを設置し、区と品川

成年後見センター、在宅介護支援センターなどの関係機関が協力し権利擁護のし

くみを運用しています。 

○ 区は、家庭裁判所に後見人付与の申し立てができない人を中心に、区長による申

し立てを、原則として品川区社会福祉協議会（品川成年後見センター）を法人後

見として行います。 

○ 品川成年後見センターは、判断能力の低下により財産保全・管理や身上監護につ

いて、将来に不安を覚える方々にとって最も信頼される機関として、成年後見制

度や福祉サービス利用援助事業等の制度を重層的に活用し、多様なニーズに応え

ています。 

○ 品川区社会福祉協議会のコーディネーターが支援プランを作成し、地域の民生委

員・児童委員ＯＢや有償在宅サービス（さわやかサービス）会員経験者からなる

支援員と、協力専門家（弁護士・司法書士・税理士等）が分担して総合的なサー

ビス提供を行います。 

STEP1 民生委員（高齢者相談員）が、認知症について学習する。 
STEP2 地域のグループホームや在宅サービスセンターで認知症高齢者とふれあ

い、介護者懇談会で介護家族の気持ちを理解する。 
STEP3 自分たちの地域で、認知症高齢者とその家族を支えていく手立てとして効

果的なアプローチを検証する。 
○ 民生委員（高齢者相談員）と在宅介護支援センタヸ  → 地域づくりの主体 
○ 在宅サヸビスセンタヸヷグルヸプホヸム → 場の提供、相談役 
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■品川区の成年後見のしくみ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 認知症高齢者の増加にともない、成年後見制度に対する期待が一層高まる一方で、

需要に対して不足が懸念される中で、後見人業務を適正に遂行できる人的資源の

開拓が必要となっています。 

○ そこで、品川成年後見センターでは、平成18年４月から、市民後見人の養成事業

に取り組み、区内ＮＰＯ法人等との連携により成年後見制度の普及とともに、

「第三者後見人」の受け皿として、「市民後見人」の養成に力を入れています。 

○ この市民後見人には、一定の倫理観を有し、社会貢献に意欲を持った区内在住者

を対象として、毎年50名程度の養成を図ります。 

○ 区では、これらの取り組みを支援し、認知症高齢者や障害者等の権利擁護を地域

主体で支えるしくみとして充実を図っていきます。 

３）認知症高齢者グループホーム家賃助成事業の実施 

○ グループホームは小規模で家庭的な環境でケアが提供されることから、在宅ケア

が困難な認知症高齢者の受け皿として機能しています。 

○ しかし、区内は居住コストが高いために入居できないという声があります。そこ

で、所得条件を満たした利用者については、グループホームが家賃を減額し、そ

の差額を区が助成する制度を開始します。

利 用 者 

 

社会福祉士 弁護士 司法書士 税理士 その他 医 師 支援員 

コーディネーター 

品川成年後見センター 

 
品川区社会福祉協議会 

  
   高齢者福祉課 
（統括在宅介護支援センター） 

（地域包括支援センター） 

障害者福祉課 等 

 品川区 

 
在宅介護支援センター 

（地域包括支援センター） 

民生委員（高齢者相談員）・ 

施設・ＮＰＯ法人 等 

 
地 域 

支援 

地域の支えあい 

連携・協力 

紹介・相談 

リーガルサポート 
(司法書士会) 

 
公証役場 

 
弁護士会 

 
社会福祉士会  

連携機関 
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背景とねらい 

近年の在宅医療、24 時間の看護体制、リハビリテーションを必要とする方や認

知症高齢者の増加に対し、包括的（利用者のニーズに応じた適切な組み合わせによ

る）かつ継続的な（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目のない）サービス提供が

求められています。平成 27 年度制度改正では、在宅医療・在宅介護の連携がより

推進されることが明確になりました。 

区では在宅介護支援センター（地域包括支援センター）を地域包括ケアシステム

の要と位置付け、区、医師会（かかりつけ医）、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護

事業者、介護サービス事業者、民生委員、地域団体等との連携・調整を図りながら、

「地域ケア会議」を充実・強化します。さらに、在宅介護支援システムの中で、

「統括ケア会議」の機能を充実させ、医療と福祉の連携をさらに推進していきます。 

また、医療関係者、介護関係者が双方の制度を学ぶ学習会や意見交換会などの場

を設け、一層の連携強化のための基盤づくりを進めます。 

 

＜医療と介護の連携の推進＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療と介護の連携の推進 
project 

プロジェクト 6 

■地域ケア会議体制の充実 

■医療と介護の情報共有体制の構築 

■認知症対策のための連携の推進 

主要な事業 施策の方向性 

（1）連携のための体制づくり 

 

（2）医療連携によるケアの拡充 

■医療ショートステイの活用 

■ＡＬＳ患者のコミュニケーション支援事業の実施 

■介護職員の医療スキルの向上 
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（１）連携のための体制づくり 

○ 平成27年度制度改正では、中重度の要介護高齢者への対応のさらなる強化が図

られ、在宅医療・在宅介護の連携が地域支援事業に位置付けられました。 

○ 医療的処置が必要な要介護高齢者でも、できる限り住み慣れた我が家で生活が

できるよう、医療と介護の連携をより強化します。 

○ 品川区地域医療連携会議のもとに医療連携検討部会を設置して、品川区の在宅

介護支援システムの運営に係る課題を検討し、解決を図ります。 

■医療と介護の連携のための体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）地域ケア会議体制の充実 

○ 在宅介護支援システムにおいてこれまで培ってきた、医療と介護の連携体制を

さらに強化します。 

○ これまでも個別ケース等において医療と介護が連携・調整し、入院、退院、在

宅復帰といった流れの中で、利用者に対する円滑なサービス提供を行ってきま

した。今後も地域包括支援センターを核とした「地域ケア会議」体制のさらな

る充実・強化を図り、関係機関の連携とチームケア体制を一層推進していきま

す。 
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■品川区における「地域ケア会議」体制 

調整組織 メンバー構成 役割／担当事項 

品川区統拢 

ケア会議 

品川区、在宅介護支援センター 

医師会、訪問看護ステーション 

さわやかサービス・ 

ボランティアセンター 

サービス供給の基本的枠組みの設定 

・医療との連携のしくみづくり 

・地域との連携(ふれあいサポート等)  

・支援センターマニュアルの作成 

支援センタヸ等 

管理者会議 

品川区、在宅介護支援センター 

居宅介護支援事業者 

・地区ケア会議間の連絡調整 

・地区間のサービス水準の調整 

・支援センター等の指導 

地区ケア会議 

品川区（ケースワーカー） 

在宅介護支援センター（管理

者、ケアマネジャー、主任ヘル

パー） 

訪問看護ステーション管理者 

かかりつけ医 

訪問介護等各サービス事業者担

当者等 

・個別ケアプランの評価・調整 

・地区内関係機関の連絡調整 

・サービス情報の共有化 

・サービス担当者会議 

(ケアカンファレンス)  

 

２）医療と介護の情報共有体制の構築 

○ 区では、平成20年度から「医療と福祉の連携のための連絡会」の実施により、

顔が見える関係づくりを推進してきましたが、医療、福祉の現場から機会拡充

の要望が高まっています。 

○ さらなる連携体制の充実のため、医療・福祉相互の制度について学習する機会

および意見交換の場を設け、顔の見える関係から連携を深めるとともに、在宅

療養のネットワーク構築を目指して、在宅療養の推進を図っていきます。 

○ 現在、区と各在宅介護支援センターはシステムネットワークで結ばれています

が、今後は医療と介護の連携強化を目指し、ネットワークを拡大して機能の強

化を図るための検討を行います。 

 

３）認知症対策のための連携の推進 

○ 認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるためには、認知症の早期

発見、早期診断など、介護と医療が連携して対応することが重要です。 

○ 東京都が指定する認知症疾患医療センターや地域の医療機関と連携し、認知症

の人やその家族の診療・相談等のしくみを整備します。 

○ 認知症対応検討会議において認知症ケアパス＊作成について検討し、連携の体

制を推進していきます。 

 
＊認知症の人が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、その進行状況にあわせて 

いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをあらかじめ標準的に決めておくもの。 
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（２）医療連携によるケアの拡充 

○ 高齢者の状態は変化しやすく、高齢の介護者が突然入院した場合などの緊急時

の対応に不安を感じる方が尐なくありません。こうした緊急時にも対応できる

よう、医療との連携によるケアを拡充します。 

１）医療ショートステイの活用 

○ 在宅療養を安定して継続するために、また介護者の病気などの緊急時にも対応

した、医療行為に対応できる施設の代替として医療ショートステイの充実が求

められています。 

○ 区内医療機関との連携協力により、在宅で医療対応が必要な高齢者等でもショ

ートステイの受け入れが可能となるよう、医療ショートの活用に努めます。 

２）ＡＬＳ患者のコミュニケーション支援事業の実施 

○ ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者は、自己の意思は保持されているものの、

全身の筋肉運動の障害により、コミュニケーションが非常に難しく、在宅では

家族や常時対応するヘルパー等が、患者本人に合ったコミュニケーション法を

試行錯誤して対応している状況です。 

○ 区ではこのＡＬＳ患者が入院したとき、病院内でのコミュニケーションを確保

するため、当該患者とのコミュニケーションを熟知している支援者に付き添っ

てもらえるための支援を行うとともに、医療機関看護要員と患者とのコミュニ

ケーション技術を習得させる機会を拡充していきます。 

３）介護職員の医療スキルの向上 

○ 在宅における医療的な処置を必要とする要介護高齢者の増加を受け、国はたん

の吸引などの一部の医療行為を介護職員が行うことができるよう、都道府県単

位での研修体制を確立しています。 

○ 介護職員による医療行為の実施が適切かつ安全に運用されるようにするため、

介護職員の研修体制や内容等について情報収集を行い、介護サービス事業者へ

情報提供を行っていくなど、人材育成支援を進めています。 
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背景とねらい 

区では、1980 年代の早い時期から都市型高齢者施設の重要性に着目して、他区

に先駆けて区内に計画的に特別養護老人ホームの建設を進めてきました。一方、区

独自の施設として、介護が必要になっても住み続けられる新しい介護専用の入居施

設として、中堅所得者層向けのケアホームの整備を行い、高齢期における住まいの

選択肢を増やしてきました。 

また、認知症高齢者の急増にともない、地域で安心して生活できるよう、平成

15年度よりグループホームの整備を進めてきました。 

さらに、安心して在宅生活をできる限り継続するため、地域密着型の小規模多機

能型居宅介護サービスの整備を進めるとともに、常時介護が必要となった場合には

施設サービスが受けられるよう、心身の状況に応じた多様な施設を整備していきま

す。 

＜入所ヷ入居系施設の整備とサヸビスの充実＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所ヷ入居系施設の整備とサヸビスの充実 
project 

プロジェクト 7 

■サービス付き高齢者向け住宅の整備支援 

主要な事業 施策の方向性 

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

■介護老人保健施設（老健）の整備 

■介護療養型医療施設についての検討 

（1）住まいの整備 

（2）地域密着型サービスの整備 

（3）特定施設（有料老人ホー

ム）の整備 

（4）介護保険施設の整備 

■認知症高齢者グループホームの整備 

■良質な施設の誘導 

■施設サービス向上のしくみの推進 

■要介護度改善ケア奨励事業の実施 

（5）施設サービス向上の 

取り組み 
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＜基本方針に基づいた住宅ヷ施設整備＞ 

○ これまでの区における世論調査やアンケート調査などでは、区民の多くが在宅

での生活を希望する意見が多数を占めており、在宅生活を支援するサービスの

充実とともに、在宅での生活が継続できなくなった場合には施設入所のめどが

立てられるようにすることを基本としています。 

○ 今後の社会経済状況や団塊の世代の高齢化などを見据え、個人の身体状況や負

担能力に応じた施設や、日常生活に不安がある高齢者が安心して生活できる住

宅の整備を支援します。 

○ 地域包括ケア推進のため、地域密着型サービスである認知症高齢者グループホ

ームと小規模多機能型居宅介護施設の整備について検討します。 

○ 今後ますます増加が見込まれる、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対

応し、バリアフリーや見守り機能が充実した「サービス付き高齢者向け住宅」

の整備を支援し、家賃助成を行うことで入居者の負担を軽減します。 

○ 在宅生活の継続が困難になった場合のセーフティネットとして特別養護老人ホ

ームを整備します。また、在宅療養でのリハビリテーション拠点として、区内

2ヵ所目の介護老人保健施設を整備します。 

○ 平成26年度には区内で初となる地域密着型介護老人福祉施設の杜松ホームを整

備しました。これまでの在宅から施設という考え方だけではなく、施設入所し

ても引き続き住み慣れた地域で暮らすという、地域包括ケアシステムに即した

施設のあり方についても検討していきます。 

■介護サービス等と費用負担から見た住宅・施設の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

ケアホーム 
グループホーム  

有料老人ホーム（特定施設）  

安心の住まい  

特別養護老人ホーム  

軽費老人ホーム  

身体レベル 

自立 自立支援 要介護 

費
用
負
担 

高 

低 高齢者住宅 

サービス付き高齢者向け住宅 
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（１）住まいの整備 

○ 加齢にともない身体機能が低下した場合、介護サービスやさまざまなサービス

を利用する他、住まいの住み替えを行う場合があります。 

○ 国においては、平成23年4月に高齢者住まい法が改正され、高齢者の居住の安

定を確保することを目的とした「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が

創設されました。サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の安心を支える24

時間見守りサービスなどを提供するバリアフリー構造の住宅で、事業者の参入

が相次いでいます。 

○ 区では、1990年代から低所得者向けの高齢者住宅を10棟整備し、さらに軽費老

人ホームや心身能力が自立した時期からの入居が可能な「安心の住まい（ケア

ハウス）」を合わせ、計313戸の住まいを整備しました。介護が必要になった際

には訪問サービスや通所サービスを組み合わせることで、在宅生活を支援して

います。 

○ 平成21年に2ヵ所のケアホームを整備し、それぞれに利用者の自己負担額の軽

減のしくみを講じています。また、区内4ヵ所のサービス付き高齢者向け住宅

でも家賃助成を行っています。 

○ 第五期にはサービス付き高齢者向け住宅として、大井林町高齢者住宅とcarna

五反田が開設しました。第六期では平成27年度に大井第3地区と荏原第2地区で

サービス付き高齢者向け住宅（計53戸）を整備支援します。 

■ 高齢者住宅の整備状況（第五期まで） 

 第五期までの整備状況 

 ～Ｈ26 

高齢者の住宅 
従来型高齢者住宅 10 棟、サヸビス付き高齢者向け住宅 3 ヵ所  

区内 13 ヵ所（計 345 人） ※特定施設の 2 ヵ所は除く 

 

■ 高齢者住宅の整備計画（第六期以降） 

  第六期  第七期 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30～Ｈ32 

高齢者の住宅 

サヸビス付き 

高齢者向け住宅 

大井第 3 地区

（48 戸） 

荏原第２地区 

（5 戸） 

 

 

 

 

ひとり暮らし高齢者等を対象とするサヸビス付

き高齢者向け住宅の整備を支援します。 
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（２）地域密着型サヸビスの整備 

○ 家庭的な環境で支援を行う認知症高齢者グループホームについては、地域にお

ける認知症ケア推進に向けた重要なサービスと位置付け、必要なサービス量や

地域のバランスをふまえて整備を検討します。 

○ 小規模多機能型居宅介護は、平成18年度に創設され、「通い」を中心に「訪問」

「宿泊」を柔軟に組み合わせることで、住み慣れた地域での介護生活の継続を

支える新たなサービスとして、その効果が認知されつつあります。 

○ 整備にあたっては、グループホームと小規模多機能型居宅介護の併設を基本に

日常生活圏域13地区に各1ヵ所の整備を進めています。第五期までに小規模多

機能型居宅介護は7地区に8ヵ所整備し、認知症高齢者グループホームは9地区

12ヵ所を整備しました。 

○ 今後、小規模多機能型居宅介護は平成29年度に大崎第1地区に整備し、認知症

高齢者グループホームは、27年度に大井第3地区、29年度に大崎第1地区に、そ

れぞれ１ヵ所ずつ整備します。 

 

■ 小規模多機能型居宅介護および認知症高齢者グループホームの整備状況（第五期まで） 

 第五期までの整備状況 

 ～Ｈ26 

小規模多機能型

居宅介護 

13 日常生活圏域のうち 7 圏域に 8 ヵ所 193 人分を整備 

（品川第１、大崎第 1、大井第 1（２ヵ所）、八潮、荏原第２、荏原第４、

荏原第 5） 

認知症高齢者 

グルヸプホヸム 

13 日常生活圏域のうち 9 圏域に 12 ヵ所 213 人分を整備 

（大崎第 1、大井第１、八潮（２ヵ所）、大井第２、大井第３、荏原第 1、

荏原第 2（２ヵ所）、荏原第 4、荏原第 5（２ヵ所）） 

 

■ 小規模多機能型居宅介護および認知症高齢者グループホームの整備計画（第六期以降） 

  第六期  第七期 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30～Ｈ32 

小規模多機能型

居宅介護 

― ― 大崎第１地区 ― 

必要なサヸビス量や地域バランスをふまえて、適切な整備に取

り組む。なお、認知症高齢者グルヸプホヸムに関しては、小規

模多機能型居宅介護との併設を基本とします。 認知症高齢者 

グルヸプホヸム 大井第 3 地区 ― 大崎第１地区 ― 

 

 

目 標 
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（３）特定施設（有料老人ホヸム）の整備 

○ 要介護高齢者を対象とした住まいのあり方として、都市部においては、特定施

設（有料老人ホーム）の整備が増加しています。 

○ 特定施設は利用形態や費用も幅広く、さまざまな事業者が参入しています。区

内では第五期までに12ヵ所が整備されており、サービスの供給量は一定程度充

足されていますが、今後も質と量の両面から適切な誘導を図っていきます。 

■ 特定施設（有料老人ホーム）の整備状況（第五期まで） 

 第五期までの整備状況 

 ～Ｈ26 

特定施設（有料 

老人ホヸム） 
区内 12 ヵ所（計 646 人。うち地域密着型 2 ヵ所、56 人） 

■ 特定施設（有料老人ホーム）の整備計画（第六期以降） 

  第六期  第七期 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30～Ｈ32 

特定施設（有料 

老人ホヸム） 

 
   

 

（４）介護保険施設の整備 

○ 在宅での生活が困難となった場合のセーフティネットとして、高齢者人口の増

加をふまえ、量的な拡充を図りつつ整備します。 

 

１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

○ 第五期までに区内には9ヵ所（682床、地域密着型1ヵ所を含む）が整備されて

います。 

○ 区内のいくつかの特別養護老人ホームにおいては、グループケアを採用してい

るほか、すべての特別養護老人ホームで施設職員による自主的なサービス向上

の取り組みが継続的に実施されるなど、ケアの向上にも取り組んでいます。 

○ 平成27年度制度改正により、特別養護老人ホームは原則要介護３以上の方が対

象となりました。区では、これまでも「入所調整会議」を設置して優先度の高

い区民から入所ができるしくみにしていましたが、これからも介護期間や介護

者の状況等も考慮し、適切に入所ができるしくみにします。 

日常生活圏域 13 地区に 
各 1 ヵ所までの整備 方 針 



■プロジェクト 7：入所・入居系施設の整備とサービスの充実■ 

- 98 - 

 

○ 今後も要介護高齢者の増加をふまえ、平成28年度に荏原第３地区（平塚橋会館

跡地、100人程度）、平成29年度（予定）に大崎第1地区（上大崎地区、102人程

度）に整備します。 

２）介護老人保健施設（老健）の整備 

○ 介護保険の在宅サービス利用者を対象とするモニタリングアンケート調査にお

いても、在宅療養でのリハビリテーション拠点の整備と、ケアマネジメントに

基づくリハビリサービスや医療系ショートステイの提供については要望が多い

ところです。 

○ 急性期を終えた在宅療養でのリハビリテーション拠点を拡充するため、平成30

年度（予定）に品川第1地区に、定員100人程度の介護老人保健施設を整備しま

す。 

■ 入所施設の整備状況（第五期まで） 

 第五期までの整備状況 

 ～Ｈ26 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホヸム） 

区内 9 ヵ所（計 682 人）。 

このほかベッド確保（７ヵ所、70 床） 

介護老人保健施設 区内１ヵ所（100 人） 

■ 入所施設の整備計画（第六期以降） 

 第六期 第七期 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30～Ｈ32 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホヸム） 
－ 

荏原第３地区 

（平塚橋会館跡

地100人程度） 

大崎第 1 地区 

（旧みやこ荘跡地

102 人程度） 

－ 

 

介護老人保健施設 

 

 

 

 

品川第 1 地区 

（御殿山小隣地

100 人程度） 

３）介護療養型医療施設（療養病床）についての検討 

○ 平成29年度末での制度廃止を見据え、区内に１ヵ所ある施設（定員252人）の

利用者について、運営者と必要な検討、調整を行います。 

（５）施設サヸビス向上の取り組み 

○ 施設入所する要介護高齢者の増加とともに、施設での虐待など不適切な事例が

全国で発生しています。 

○ 区では、より質の高いケアが提供されるよう、サービス向上の取り組みを支援

するとともに、利用者の状態改善に寄与したケアを評価する事業を実施します。 

第七期での整備に向けた準備 
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１）施設サービス向上のしくみの推進 

○ 平成15年度に区内の高齢者介護・障害者福祉の施設による自主的な取り組みと

して「品川区施設サービス向上研究会」が立ち上げられ、区はその支援を続け

てきました。 

○ 「品川区施設サービス向上研究会」では、施設の職員が自らの施設について

100以上の項目の達成状況を評価するセルフチェックを実施し、区内施設のサ

ービス向上に努めてきました。 

○ セルフチェックは平成27年度で13年目となり、毎年内容を見直しながら実施す

ることによって、施設サービスの質の担保に大きく貢献しています。これから

も新規施設に参加を呼び掛けるなど、区内全体で施設サービスの質が向上する

よう、取り組みを進めます。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）要介護度改善ケア奨励事業の実施 

○ 特別養護老人ホーム等の施設に支払われる介護報酬は要介護度によって金額が

定められており、より手厚い介護が必要な重い要介護度ほど、高い報酬が支払

われるしくみになっています。 

○ このしくみでは、施設の職員が質の高いケアを提供して入所者の要介護度が軽

減すると、施設に支払われる報酬は減ってしまい、職員の意欲向上の妨げとな

ってしまっています。 

○ 区では、入所・入居施設における良質な介護サービスの提供により入所者の要

■施設サービス向上研究会 
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介護度が軽減された場合に、その軽減に至るサービスの質を評価し、奨励金を

支給することにより、当該施設職員の意欲向上を図るとともに、さらに質の高

いケアが継続して行われることを推進します。 

○ 年度初日等を基準日として、基準日に対象施設の入所者について、当該年度の

前年度１年間において、当該施設における要介護認定による要介護度が、それ

以前の要介護度から軽減された場合に、その要介護度の軽減に資するサービス

提供を評価し、奨励金を支給します。 

○ これらの取り組みは国や他の自治体に先駆けたものであり、高い注目を集めて

います。本事業の成果を検証しつつ、介護職員の意欲向上に努めるとともに、

入所（入居）者の意欲向上にもつなげていきます。 
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■各地区における在宅介護支援センターおよびサービス提供施設等の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）施設名の下の数字は各施設の定員数。 

サービス・施設名の下の［○ヵ所、○名］は開設予定分を含む。 

メゾン琴秋
バンブーガーデン
オーク中延

平成27年3月末現在

品川第１ 品川第２ 大崎第１ 大崎第２ 大井第１ 八潮 大井第２ 大井第３ 荏原第１ 荏原第２ 荏原第３ 荏原第４ 荏原第５

台場 東品川 上大崎 大崎 南大井 八潮 大井 西大井 荏原 小山 成幸 中延 戸越台

東品川第２ 西五反田 南大井第２ 大井第２ 小山台 中延第２ 杜松

東品川SC 西五反田SC 大崎SC 月見橋の家
ミモザ
品川八潮

大井SC 荏原SC 小山の家 成幸SC 中延SC 戸越台SC

24 10 12 24 12 10 10 10 10 10 10

ほっとハウス
温々

たゆらか
倶楽部

くおりあ
湯～亀

12 12 12

carna五反田 GH東大井 GH八潮南 GH温々 ロイヤル西大井
あんしんケア
ホーム小山

GH小山 ロイヤル中延
あいびーの家
ふたば

27 9 18 6 18 27 9 27 18

（東五反田
４丁目）

ミモザ
品川八潮

GH大井
きらら
品川荏原

GH杜松

18 9 9 27 18
H29予定 H27予定

おもてなし carna五反田 東大井倶楽部 けめともの家 小山倶楽部
ぷらりす
湯～亀

杜松倶楽部

25 25 25 24 20 24 25

（東五反田
４丁目）

大井林町
倶楽部

25 25
H29予定

東品川わかくさ荘
パレスガル

八潮
わかくさ荘

大井倉田
わかくさ荘

グレース
マンション

カガミハイツ
アツミマンション

103 40 8 12 35 21

carna五反田
大井林町
高齢者住宅

Cアミーユ
西大井

ケアホスピタル
西小山

コムニカ

21 90 48 5 15
H27予定 H27予定

東海ホーム
さくらハイツ
西五反田

さくらハイツ
南大井

50 43 36

ボンセジュール
東品川

ケアホーム
西五反田

*ファミリア
ガーデン品川

ニチイホーム
大森

ケアホーム
西大井

ウェリナ
旗の台

グランダ
大井町

49 81 27 30 48 71 60

ニチイホーム
南品川

グッドタイムホーム
不動前

*ケアホーム
東大井

まどか西大井

66 67 29 60

アライブ
品川大井

58

晴楓 上大崎 かえで荘 ロイヤルサニー 荏原 成幸 中延 戸越台

80 102 80 60 120 80 80 72
H29予定

八潮南 平塚橋 *杜松

81 100 29
H28予定

（北品川５丁目）
ケアセンター
南大井

100 100
H30予定

高齢者の安心の住まい（品川区独自のしくみ） ※「ケアホーム西五反田」「ケアホーム東大井」は特定施設の指定を受けた軽費老人ホーム（ケアハウス）です。

※「さくらハイツ西五反田」と「ケアホーム西五反田」は一体の施設として軽費老人ホームと特定施設の届出をしています。
※「ケアホーム西大井」「ウェリナ旗の台」は特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅です。

介護老人
保健施設

[2ヵ所、200名]

特別養護
老人ホヸム

[11ヵ所、884名]

（*は地域密着型）

認知症高齢者
グルヸプホヸム
[14ヵ所、240名]

小規模多機能型
居宅介護

[9ヵ所、218名]
※人数は登録定員数

特定施設
[12ヵ所、646名]

（*は地域密着型）

高齢者住宅
[10ヵ所、219戸]

サヸビス付き
高齢者向け住宅
[5ヵ所、179戸]

軽貹老人ホヸム
ケアハウス
[3ヵ所、129戸]

日常生活圏域

日常生活圏域を
集約する基本圏域

在宅介護
支援センタヸ

[20ヵ所]

認知症対応型
通所介護

[14ヵ所、178名]

荏原東地区品川地区 大崎地区 大井・八潮地区 大井西地区 荏原西地区


